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． 学 長挨拶 

                  医学部長     

医学部保健学科の新入生の皆さん ご入学おめでとうございます。 

 長 大学医学部は日本で一 ある医学 育機関です。 年に ラン 医ポン

ン メー ー トが長 にて 本 やその に 医

学の医学 を したのを って 学としています。その後 年には の病 である

生 が され 日本で めてベ サイ での医学 育が まっています。 

保健学科は明治 年に長 長 病 看護 成 として発 し 長 医科大学

医 看護 成 と されましたが やはり 年 上の ある日本でも の学

科です。 

にして 年には により 看護 成 を含む長 医科大学は 的な

を受けましたが 多くの先人の 身的努力により を ました。まずはこのような長

大学医学部保健学科の 先人の努力を学 そこで学ぶことの意 を に み りをも

ちながら学生生活を って欲しいと思います。 

現 医療は 社会や の 医療 ト 生医療 療の

入など大きく変わろうとしています。皆さんが医療人となる には では想像もできないよ

うな変 が こっているかもしれません。しかし ポン 先生の言 「医師は自らの 職をよ

く 知していなければなら 。 とた この職 を んだ 上 もはや医師は自分自身のもの

ではなく 病める人のものである。もしそれを ま なら， の職業を ぶがよい」は医療人

としての えを く言い しています。現 医療人といえども自分の生活も大事にしなが

ら 患者の 療にあたる医療シ ムに変 しつつありますが この言 の意味する精 は

学生時 だけでなく医療人となった後も受け いで欲しいと思います。 

本学には 育に熱意あ れる指 が っており このように変 しつつある 来の医学

医療を担う人 を育成することがミ ションだと思っています。意欲あ れる皆さんと共に学

お互いに め合いながら医療人として成長していくことを しみにしています。 
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２．保健学科長挨拶 

                           保健学科長 澤井 照光

 新入生の皆さん，ご入学おめでとうございます。保健学科は，看護学専攻，理学療法学専

攻，作業療法学専攻の 3 つの専攻に分かれていますが，各専攻において育成される専門職，

すなわち看護師，理学療法士，作業療法士という職業について，皆さんは具体的にどのよう

なイメージを抱いていますか。自分の将来像を，はっきりと描出することはできますか。目

標に向かって努力を重ねた結果としての合格で，これからも夢を叶えるため頑張るぞという

強い意志で入学された人もいるでしょう。その一方で，ご両親や担任の先生から勧められた

まま自分の意志とはあまり関係なく受験し，入学したものの目的意識は曖昧だという人もい

るかも知れません。

百人百様といいます。志望動機やモチベーションだけではなく，これまで育ってきた環境

や経験してきた事柄も全く異なっている皆さんだと思います。それでも，入学したからには

共通の目的，一人前の医療従事者を目指すことを前提として 4 年間を共に過ごすことになり

ます。一緒に学ぶ仲間は保健学科の同級生だけではありません。同じ医療従事者を目指すも

のとして医学部医学科や，歯学部，薬学部の学生とチームを作り，共に学ぶセミナーを早速

4 月から実施します。また，将来皆さんが専門職となった後，相互理解が最も必要となる医

学科の学生とはチーム医療について考え，体験する共修科目も予定しています。各地から集

まってきた多種多様な同級生や，職種は違っても同じ医療人を目指している仲間とこれから

精一杯交流を深めてください。

さて，私たち医療人が社会人として活躍できるのは，誰かの健康状態に問題が生じたとき

です。その問題を解決するため自分に何ができるか，どういう方法が「患者さん」にとって

最善であるのか，判断が求められます。医療現場は知識や経験がものをいう世界です。ここ

でいう経験とは自分自身の経験のみならず，見聞きすることによって得られる疑似体験も含

まれます。知識はとても大切です。たった一つの誤った知識によって，最悪の場合「患者さ

ん」を死に至らしめることさえあり得ます。しかも困ったことに，現時点で正しいと信じら

れている知識が，明日も正しいままであるとは限りません。それが科学としての医学でもあ

ります。

もう一つ大切なことは，私たちの相手が人だということです。同じ風邪であっても，人に

よって発熱の程度や症状の強さはまちまちです。それはがんという病気であっても同様です。

同じところにがんができたとしても，治療によって元通りの生活に戻れる人もいれば，戻れ

ない人，戻れるけれども時間が掛かる人など様々です。家族や仕事など，個人の背景にある

ものも百人百様で，私たちにとっての最善が「患者さん」にとっても最善であるとは限りま

せん。一人一人で答えは違ってきます。科学としての正しい（と現時点で信じられている）

知識だけではなく，「患者さん」の背景にある様々な事情や想いまで配慮することが私たちに

は求められています。

「患者さん」を「クライエント」に書き換え，細かい字句を修正すれば，仕事をする上で

大切なことはあらゆる職業に共通するものだと思います。皆さんにとっての学修は，4 年間

で終わってしまう訳ではありません。むしろ，卒業して社会人になってからが本当の意味で

の学修になると思います。大学で皆さんに学んで欲しいことは，自分自身に最も合うやり方

で，生涯にわたって学修し続ける術を身に付けることです。万が一進む道が変わってしまっ

た場合でも，これから学ぶことは何一つ無駄にならないと断言できます。学ぶことは，誰の

ためでもなく自分自身のためだということを忘れないでください。そして，皆さんが将来こ

うなりたい，こんなことがしたい，という夢が実現されるよう，私たち職員は最大限サポー

トしていきたいと思います。
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．

 長 大学医学部保健学科は， 成13年10月に され， 成14年4月より学生を受け入れ

ました。本学科の前身である医療 術 大学部は，長 大学医学部 看護学 を 体

として， 59年4月に長 大学に され， 時に看護学科が，同年10月に理学療法学

科と作業療法学科が，さらに 62年4月に専攻科 学 専攻が されました。看護

学科は 59年5月，理学療法学科と作業療法学科は， 60年4月，専攻科 学 専

攻は 62年4月より学生受け入れを しましたが，保健学科の に い，看護学科，

理学療法学科，作業療法学科は 成13年度で，専攻科 学 専攻は 成16年度で学生

受け入れを しました。

 なお，長 における看護 育は，明治36年10月に発 した長 長 病 看護

成 に まり，長 大学医学部保健学科まで100年に る があります。 

明治 年 月 長 長 病 看護 成 として発

大正 年 月 長 医学専門学 医 看護 成 と

大正 年 月 長 医科大学 医 看護 成 と

年 月  長 医科大学 医 生 学部と （ 科 ）

年 月 の により現 病 長 医療セン ーに

年 月 長 大学医学部 生 学部と

年 月 長 大学医学部 長 大学看護学 と

年 月 長 大学医学部 学 を新

年 月 長 大学医学部 看護学 と

年 月 長 大学に長 大学医療 術 大学部を

       看護学科（入学定員 人）を

年 月 看護学科学生受け入れ

年 月 理学療法学科（入学定員 人）作業療法学科（入学定員 人）を

年 月 理学療法学科 作業療法学科学生受け入れ

年 月 新

年 月 長 大学医学部 看護学 を

年 月 長 大学医学部 学 を

年 月 専攻科 学 専攻（入学定員 人）を

成 年 月 看護学科の入学定員を 人に 員

成 年 月  専攻科 学 専攻が学 に 定する専攻科として学

       機 から 定

成 年 月 長 大学医学部保健学科看護学専攻，理学療法学専攻，作業療法学専攻 

       （修業年限 年）を

成 年 月 長 大学保健学科学生受け入れ

成 年 月 長 大学医療 術 大学部 専攻科 学 専攻を

成 年 月 長 大学大学 医歯薬学 合 科保健学専攻（修士 程）を  

成 年 月 長 大学大学 医歯薬学 合 科保健学専攻（修士 程） 師 成 ー

を  
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 年 月 長 大学大学 医歯薬学 合 科保健学専攻（修士 程）保健師 成

ー を  

 年 月 理学療法学専攻の入学定員を 人に 員 

．保健学科

 医学部保健学科は，生 や人間の に く かな を え， 度な専門的知識

を修得し， く社会に できる の い医療専門職の育成を 育理 とし，卒業

生に の 力 を身につけることを 育目標としています。  

かな と い 理 を身につけた かな人間  

度の専門的知識と を身につけ，自 と に む な思考力 

チームの一員として，地 医療に できる 力 

生涯を通して，科学的 求の態度を 続できる 力 

専門 の を目指し， の人々と できる学 的 力 

医療専門職者として い社会活動や 医療活動ができる 力 

ポ シー  
定の ラムによる 育 ラムに定められた を修得し，  

各専攻において，看護学 理学療法学 作業療法学における解 学 生理学 病理学な

どの 的知識を修得している。  

各専攻において，看護 理学療法 作業療法を実 するための 本的 術を修得してい

る。 

地 で自 した生活を めるように， 者を身体的 理的 社会的な 点から

し， 切な を うための理 や 術を身につけている。  

医療 保健 の に必要な や ー ーシ を身につけている。  

保健医療と社会の関係について 体的に考えることができる。  

い 理 と 者に共 できる を身につけている。  

ー な 点を ち，地 社会およ 社会に できる 力を身につけている。 

と められた者に し，看護学専攻にあっては学士 看護学 ，理学療法学専攻，およ 作業療

法学専攻にあっては学士 保健学 の学 を します。  

ラム ポ シー  
 長 大学の ラム ポ シーに って 保健学科学生が体 的かつ 体的に学修

できるように 育 程を 成し これに従って 育を います。 

入門科目で，看護学 理学療法学 作業療法学の各専攻における解 学 生理学 病理

学などの 的知識を学 ます。  

専門 科目で，各専攻における看護 理学療法 作業療法を実 するための 本的

術を学 ます。  

専門科目で，各専門 の知識， 術をさらに専門的に学 ，実 的な学修を うとと
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もに， い 理 と 者に共 できる を います。  

発 的専門科目で，それぞれの専門 をさらに深める く 合的な実 を うとともに，

科学的な 法を学 ます。  

専攻や医学科との共修科目により，医療 保健 の のあり方を学ぶと

ともに，必要な や ー ーシ を います。  

医療と社会について学ぶ科目により，保健医療と社会の関係について 体的に考える力

を います。  

社会と保健医療に関する科目により， ー な 点，地 社会およ 社会

に できる 力を います。

２

1 看護学専攻

 本学における看護学 育は，社会的環境と 度 専門 する医療の変 に できる

と専門的知識 を身につけ， の医療専門職や地 と して，あら

ゆる健康 ベ の人々に して 体的で 的な看護ができる人 の育成を目標としてい

ます。また，長 は 部や を 多く しているため，その地 に した保

健 医療情 シ ム を活 し，そこに できる看護職を育成することも必要であり，

かな人間 と専門的知識 を身につけ，科学的 理 的思考に いた 者の

ができる看護職の育成を目指しています。

 そのため看護の 的 を「人間」「健康」「環境」「看護」の 要 とし， 業科

目の 一 を っています。具体的には，「 」 「学 」 「 地実 」 「看

護の科学的 」 「卒業 」と発 的に学んでいく「 的学 態」をとっていま

す。卒業 は学生が関 のある分 において，それまで学んできたものを 度 的に

求していく科学的 理的学 の場としています。そのためチ ート 育による

方向的学 とし， 員との関わりを にし，学生の個々の 力と個 ，専門分 の 求

をのばし，「専門 の 」を目指しています。

2 理学療法学専攻

 理学療法（  ）は， がい者の身体的な機 を通して， ら

の社会的自 と 向上を るものであり， 度の専門 と 職種とのチーム ー

チが求められ，その は医療機関だけでなく地 まで 大しています。また，医学 医

療の進 による重症患者の は，一方では重度 がい者の をもたらし，理学療法士

の と 任は 々大きくなっています。

 従って，人間の を 一とし，専門的な知識と 術，科学的判断に き，医療機関

だけでなく地 においても，個々の がい者の ー に できる理学療法が実 でき，

理学療法の学問体 の発 と に できる人 の育成を目指しています。

3 作業療法学専攻

 作業療法（  ）は， 身の がいのため，生活が 自 になった人々
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（ どもから 人まで）が， で かな生活を れるよう治療 指 言するもので

す。この「作業 」という言 は「 」からきており，それは「（ を）専

させる，専 する」という意味をもっています。つまり，治療を う場合， がいを

つ人の意欲を き出しながら， や 作活動，日 生活で われるさまざまな活動を

いる点が大きな です。

 従って，作業療法とは，身体 は精 に がいがある者に し，その 体的な生活 力

の 得を目的に，身体 精 の 機 の ， 発を すために作業活動（日

活動の 動作，仕事 など人間の生活全 に関わる 活動）を いて治療 指

言を うことと言えます。現 ，作業療法士の活躍する場は，病 から地 ，医療から保

健 の場 と大きく がりつつあります。そのため 自の専門 を保ちつつ， の医

療 保健 の専門職と し，多様な ー をもつ様々な患者 がい者の社会生活

の 続の に に できる かな人 の育成を目指しています。

学

  専攻 入学定員 入学定員 定員  

 看護学専攻                      

 理学療法学専攻              人      

 作業療法学専攻               人        

合                     

学

 本学科の卒業要 を修得した者には， の学士の学 が されます。

   看護学専攻     学士（看護学）

   理学療法学専攻      学士（保健学）

作業療法学専攻   学士（保健学）

 本学科では， 定の 育 程を修得し，卒業すると の の 家 験受験 格が得ら

れます。

   看護学専攻     看護師

   理学療法学専攻   理学療法士

   作業療法学専攻      作業療法士
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家 験に合格すれば，看護師，理学療法士，作業療法士の 格が得られます。この 

家 験は， 験ではなく， 格 験ですので一定 上の得点を必要とします。 

 卒業後の進 としては，各 家 験で 格を 得したそれぞれの ショナ と

して，看護学専攻では，医療機関， 問看護 ーション， 人保健施 ， 人 施 ，

地方自治体 の 職 大学 進学などがあります。理学療法学専攻，作業療法学専攻

では，医療機関， 護 人保健施 ， 人 施 ，地方自治体， 体 自 施 の

職 大学 進学があります。

保健学科

学 学 学 学

専
門
教
育
科
目

教
養
教
育
科
目

科  

保健学科

学科

セミナー 

臨地実習 臨床実習 

看 護 理学療法

統合分野 

 (看護の科学的探究・

卒業研究ほか) 

卒業研究 

専攻単修
専攻単修 専攻単修

理学・作業共修

統合ケア科目
専攻専門科目 専攻専門科目 専攻専門科目

科

科

学
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．

学 科

２ 学 学 科

学 科
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）看護学専攻

考

必修 前 後 前 後 前 後 前 後

 人体の と機

 学

 病理学

 生 学

 薬理学

 薬 療法と看護

 病態学

 病態学

 病態と看護

 と健康学

 と健康学

 学

 ー ーションと健康

 社会              

 生学

 保健医療 シ ム

 医療と社会      

 医療と社会    

 ーション

 保健医療社会学

 人の発 と成長

 看護学

 看護過程

 看護過程

 看護 術

 看護 術

 看護 術

 ジ セ メント

 的人間関係

 的人間関係

 成人看護学

 手術と看護

 的治療看護方法

 療 看護方法

 看護

 成人看護学 合

 年看護学

 知症と看護

 ジメント

 成長発 看護学

 看護学

 と家族の健康学

 と家族の健康学

 と家族の健康学

 精 保健学

 精 看護学

 精 看護学

専

門

分

業科目
の 分

業科目

専

門

分

業時間

年 学
年 年 年 年

科目
から

上

専

門

科

目
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考

必修 前 後 前 後 前 後 前 後

 看護学

 看護学

 地 看護学

 看護の 合と発

 医療 全と看護  

 家族看護学

 続看護

 健康 育学

 看護 理

 看護 理学

 看護学

 ク

 看護 ミ ーション

 ーション看護学

 保健学

 保健学

 ラン 活動 

 保健医療 学

 看護学 方法

 看護学 方法

 卒業

 看護学実

 看護学実

 看護学実

 年看護学実

 看護学実

 看護学実

 看護学実

 精 看護学実

 精 保健 メン 実

 看護学実

 地 看護学実

 専門 強 実

 看護の科学的

 入門科目

 合   

 合 実

 の らしと保健医療

上

最 修得

合

専

門

分

専

門

科

目

専

門

分

（

地

実

）

業科目
の 分

合

科
目

業科目 業時間 年 年 年 年
年 学
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）理学療法学専攻

考

必修 前 後 前 後 前 後 前 後

 人体の と機

 機 解 学

 機 解 学

 機 解 学実

 生理機 学

 生理機 学

 生理機 学実

 動学

 動学

 動学実

 学

 病理学

 生 学

 薬理学

 人の発 と成長

 ーション

 動 と

 動 と

 経 と

 経 と

 科 と

 科 と

 精 と

 科 と

 と

 ーション医学

 医学

 医療と社会           

 医療と社会            

 保健医療 学

 保健医療社会学

 保健医療 シ ム  

 生学

 社会              

 ンセ ン 法

 保健学実

 ラン 活動      

専

門

科

目

科目
から

上

年 学
年 年 年 年

業科
目の

分
業科目 業時間

専

門

科

目
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考

必修 前 後 前 後 前 後 前 後

 理学療法学

 機 科学

 理学療法 学

 理学療法 学実

 像 学

 動療法学

 理療法学

 理療法学実

 生活 術学

 生活 術学実

 具学

 具学実

 理学療法学 法

 理学療法 理学

 理学療法 理学

 動 理学療法学

 動 理学療法学実

 経理学療法学

 経理学療法学実

 理学療法学

 理学療法学実

 理学療法学

 理学療法学実

 イン ーション

 地 理学療法学

 理学療法学

 理学療法学

 理学療法学実

 理学療法学実

 合 実

 合 実

 合 実

 入門科目

 合   

 合 実

 の らしと保健医療

上

年 年 年 年
年 学

合

科
目

専

門

科

目

最 修得

実

卒
業

合

 卒業

理

学

療

法

学

理

学

療

法

学

業科
目の

分
業科目 業時間

― 12 ―



考

必修 前 後 前 後 前 後 前 後

 人体の と機

 機 解 学

 機 解 学

 機 解 学実

 生理機 学

 生理機 学

 生理機 学実

 動学

 動学

 動学実

 学

 病理学

 生 学

 薬理学

 人の発 と成長

 ーション

 動 と

 動 と

 経 と

 経 と

 科 と

 科 と

 精 と

 科 と

 と

 ーション医学

 医学

 医療と社会           

 医療と社会            

 保健医療 学

 ンセ ン 法

 保健医療社会学

 保健医療 シ ム  

 生学

 社会         

 保健学実

 ラン 活動

 作業療法学

 作業学

 作業学 法

 作業学 法

 治療作業学

 作業療法 学

 作業療法 学実

 像 学

 精 と

 作業療法 理学

 作業療法 理学

 作業療法学 法

作

業

療

法

学

専

門

科

目

年

）作業療法学専攻

業科目
の 分

業科目 業時間

専

門

科

目

年 学
年 年 年
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考

必修 前 後 前 後 前 後 前 後

 身体 作業治療学

 身体 作業治療学実

 精 作業治療学

 精 作業治療学実

 発 作業治療学

 発 作業治療学実

 生活 善学

 生活 善学実

 地 作業療法学

 具学

 具学実

 作業療法学セミナー

 精

 発

 身体

 作業療法実

 地 作業療法実

 合 実

 合 実

 合 実

 入門科目

 合

 合 実   

 の らしと保健医療

上

専

門

科

目

業時間

年 学
年 年 年 年

科目

上

合

 卒業

合

科
目

業科目
の 分

業科目

最 修得

作

業

療

法

学

実

卒
業
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．

学

 本学科の学 は，前 と後 の 学 当 学 を前 後 に分けた 間  

（ ク ー ー）を として します。

  前 （ ク ー ー）   月 日 月 日

  後 （ ク ー ー）  月 日 月 日 

  各学 各ク ー ーの 業 間 に，集 や実 が われることがあります。

２

 業は， 時 分で，月 日から 日まで の時間 に われます。

時   

時  

時  

時  

時  

 育科目の 業は ン で われ，専門 育科目の 業は 本 ン

で われます。

 年 は， 育科目の 業を 日間，専門 育科目の 業を 日間受 します。

 年 は，前 は 育科目の 業を 日間，専門 育科目の 業を 日間受 し

後 は月 日から 日まで専門 育科目の 業を受 します。

 年 からは， として月 日から 日まで専門 育科目の 業を受 します。

 地 実 は，長 大学病 や関係の実 病 施 で実 します。

 業時間 は，学年 めに配付します。なお， 業時間 の 事 に変 が生

  じた場合は，その 度， でお知らせします。

 シラ には， 業 方法 業 担当 員 先 成 の方法

  考書 ー が されています。シラ は「 シ ム」で

  し， 業を受 する の 考にしてください。

 の 定を受けるには， として当 業科目の 業時間 の 分の 上の出

  が必要です。

  ただし，病気， ，その やむを得ない理 のために した者が， 定の 明書

  を えて を提出した場合は， 時 について考慮される場合があります。

 病気， ，その やむを得ない理 のため する場合は， 定の様 の に

  断書 は 明書を えて事 に提出してください。 

験は，定 験を とし，学 各ク ー ー に日時を決めて われます。

 定 験の時間 は，実施 間の事前に されます。
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 学 各ク ー ー の定 験のみでなく，学 各ク ー ーの 間にも

験や ポート提出 が われることがあり， の となります。

 出 状 が の場合は，受験 格が えられない場合があるので しないように

  してください。

 験についての 細は， を 照してください。

 受験者は， 員の指 により し，学生 を 上 上 においてください。

なお，学生 を忘れた場合は， 験 前に事 で 学生 を発 してもらってく

ださい。

 答 は，専攻 ， 修 ， を 入し， 験 から ち出さないようにして

  ください。

 きの は めません。

 験 は， ， し ム，その のものの を します。

 験 後 分 上 した者は， として受験を めません。また， 験

  後 分 は 出することはできません。

 正 と見なされるような態度をしないように 意してください。

 正 が発 した場合，学 本学科の により 分を います。

 験 では， 者の指 に従ってください。

 定 験を した場合は， 験 を提出し，受験の を受けなければなりませ

  ん。病気の場合は医師の 断書 ，その の場合は 明書あるいは理 書を 付しな

  ければなりません。

  なお，本人の 意による時間間違いや 過ごし では， 験は められません。

 定 験 は 験の結果， 合格となった科目について， 験を うことがあり

  ます。

 験 験については， を 照してください。

 験 の結果， 合格となった必修科目については， 修をしなければなりません。

  しかし， 修するのは，時間 上 に困 で，卒業が になることもあります。

 科目が 合格となった場合は， の 科目に えて 修することができます。

  定 験の成 発 は，各 とも発 が い によりお知らせしますの

で，学 情 シ ム「 シ ム」にて各自の 作のもと してください。

 なお，成 発 後， 験結果に疑 がある場合は， 間 に事 に し出てく

ださい。
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学部
ー

/
ラム ー ー

識
ー

言
ー

学問分
ー

通 部分 必要に じて する部分

．長 学  

長 大学ナン ン シ ムとは，長 大学で されているす ての 業科目（ 育

科目 学部専門科目 大学 専門科目 。 ラム科目は く）に し， 業 ベ

に じて 定の や 字を付 し， 育 程 やシラ に することにより，体 的な

育 ラムの実現を目指す方法のことです。

長 学  

 長 大学の全 業科目には， のような 一した でナン ーが付されています

                                                              

 

      育科目 ミナー

   GEFY 11111        （通 ）

      GEFY 11111_001  （ 細 ）

 業科目に付けた や 字（学部 ー から まで）を「科目ナン ー」と言います。

えば， ミナー の科目ナン ーは GEFY 11111 や GEFY 11111_001 となります。

学部 ー （ 1 照）

 科目を提 する学部や 科 を す 2 字の 字です。

/ ラム ー （ 1 照）

 科目を提 する学部 の ラム体 上の大きな 分を す 2 字の 字です。

ー （ 2 照）

科目の 業の ベ を す1 の 字です。 字と学年は必ずしも一 するものではありません。

識 ー

 「 / ラム ー 」で大きく 分された科目 を に識 するための 3 の 字です。

 学部 科ごとに 自の で識 ー が付けられています。

AB CD 1 234 5 678 a 
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保健学科では， の で識 ー を付けています。

科目 専攻 識 ー

学 部 モ ジ ー  000 049 
学 部 モ ジ ー  050 099 
共 修 専 攻 共 修 100 199 

専 攻 共 修 200 299 
看 護 学 専 攻  300 349 

 350 399 
理 学 療 法 学 専 攻  400 449 

 450 499 
作 業 療 法 学 専 攻  500 549 

 550 599 
地 実

実

共 修 600 699 
看 護 学 専 攻 700 799 
理 学 療 法 学 専 攻 800 899 
作 業 療 法 学 専 攻 900 999 

言 ー （ 3 照）

 その科目の 業 に される言 を す 1 の 字です。

学問分 ー （ 4 照）

 業科目の を学問分 という 場から見たとき，どのように分 されるかを す 3 の 字

です。

 同一科目であるにも関わらず，クラ により， 修 が大 に異なり， する必要があると

きには， で することがあります。 は の 字です。

２ 長 学  

 

(1) の大学の 的なナン ン シ ムと 似の ー トにしてあります。

(2） の多くの大学と同様の 業 ベ （ ー ）としているため， から来る 学

生や本学から 学する学生にとって， 業の ベ を しやすくなります。

(3） による 業科目を 言 ー から判断できます。

学  

識 ー と学問分 を 々に 分したため， 業科目の 修体 上でのおおよその けが

一目で識 でき，また がどの学問分 であるのかを できます。

― 18 ―



 

 1， 2， 3 で， や 字の意味することを理解した上で， に された学部や

科ごとの科目ナン ー付 を理解してください。 れてくると，科目ナン ーを見るだけで，

ラム体 上どのような けの科目であるか分かるようになります。

 識 ー は，科目 の 分や 修 の意味を めるなど学部や 科ごとに されていま

すので，科目 や 修 を判断する に してください。

 シラ に 修の前提とする科目が科目ナン ーで されている場合があります。そのときは，

NU-Web の 機 でどのような科目であるか てください。

 専門的な学 を うようになったら，科目ナン ーの学問分 ー （ 4）からその科目の学

問上の けを することで， 修科目の体 に関する理解が に深まります。

 5 は各学部 科 の科目ナン ーの一 です。 学部 の科目ナン ーを るときに

してください。

（ ）

学部 ー （AB） / ラム ー （CD）

医学部   
School of Medicine 
保健学科

School of Health Sciences 

HE 保健学科

学部モジ ー 科目 MC 
共通 HE 
看護学専攻 NS 
理学療法学専攻 PT 
作業療法学専攻 OT 
理学 作業療法学専攻共通 PO 

2 

0 卒業要 科目（大学入学前に修得する の科目， メ 科目，卒業要 業科目） 

1 学部専門科目（入門的 の科目）， 育科目（ 学上級科目， 年 科目を く） 

2 学部専門科目（ 的 の科目）， 育科目（ 学上級， 年 科目） 

3 学部専門科目（発 的 の科目）， 育科目（ 年 科目） 

4 学部専門科目（卒業 卒業 関 科目，医 歯 薬 年科目） 

学部科目 

5 大学 （修士 専門職）専門科目（ 的な の科目），大学 共通 業科目 

6 大学 （修士 専門職）専門科目（発 的な の科目， 指 科目） 

7 大学 （ 士）専門科目（ 指 科目を含む） 

大学 科目 

9 その （ の 学を とするもの， ベ 分けが出来ない科目など） 

3 
1 日本 で う 業 6 イ で う 業

2 で う 業 7 ラン で う 業

3 日本 と の イ ン 業 8 ラン で う 業

4 で う 業 9 日本 と の の イ ン 業

5 で う 業 0 （予 ）
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分 分

育 育

学士 程 科目
000  099 合理 431  461 

情 学 101  135 科学 471  511 

環境学 140  163 学 521  544 

合  165  262 学 551  616 

合人 社会 271  285 合生  621  661 

人 学 291  351 生 学 671  692 

社会科学 361  424 学 701  773 

  薬学看護学 781  855 

  医学歯学 901  993 

  その 999 

5 

学 科 長 学  

細 pdf 

細 pdf 

細 pdf 

細 pdf 

細 pdf 

細 pdf 

細 pdf 

細 pdf 

細 pdf 

細 pdf 

細 pdf 

細 pdf 

細 pdf 

細 pdf 

細 pdf 

細 pdf 

細 pdf 
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．

 長 大学では，専門 育 育ともに学生の 修 成 学 の 理を う

シ ムとして，イン ー トでの を した学 情 シ ム「 シ

ム」を しています。

学生各人が， ンにより，各自の 作のもと 修 を います。

シ ム 作の は，長 大学 ーム ージ（  ）
学部 で しています。

なお， 修 が正 になされないと， 業に する受 者 の や 験成

の ができませんので， 実な が必要です。

２ （具体的な 日は各学 に にてお知らせします。）

 前  月 月 の指定された 日

 後  月 月 の指定された 日

 修 間を過 ると 作ができなくなります。 間を してください。 
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．

 本学に入学する前に，大学 は 大学 を卒業もしくは 学した者， は科目

修生（大学 31 ）であった者が， 年 に入学し，その大学 において修

得した を 育上 であると めるときは，本学の 業科目の 修とみなし， を

えることがあります。

 また，大学 の 育施 において学修したものについても， 育上 であると

めるときも本学の 業科目の 修とみなし， を えることがあります。

 定を 望する者は， 定の 日（入学 後の学部 エン ーションの日）までに保

健学科事 で の提出書 を提出してください。従って，入学手続後， ちに保健学科

事 で の手続方法について 明を受けてください。なお， 育科目については，

育事 で 定の手続を ってください。

定する 業科目 は，専門 科目 専攻 科目の 業科目 と

 し， 定 は とします。

提出書     修得 定 書

         卒業 は 学した大学 の成 明書（ のもの）

         定を受けようとする 業科目のシラ は 業 を

          したもの

定された 業科目 については， 修得 定通知書を交付しますので，

 してください。なお， 定された 修得科目の成 は「 」と し， ポイント

 は「 」として り いますので，考慮して してください。（ 業 日本学

 生 機 の学業成 を決定する場合の学力 ポイントとなります。）
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．学

 い 出 の手続きについては， の を 考にしてください。手続場 や を

かめて手続を ってください。よくわからない場合には，本学科事 に相 してくださ

い。

種   方法 提出 限 手続

学 明書

卒業見 明書 

  

明書自動発 機

  

保健学科事

  

卒業 明書

成 明書 

通学 明書  

その の 明書

発 望日の 日前までに発 により  

し むこと。 

 通学定 を 入する に提出 

する必要があるもの。 

学 （保健学科）

学 き続き か月 上修学を する場合， 

日の か月前までに手続きを うこと。

学 学 間 は 学理 がなくなった場 

合， 学日の か月前までに手続きを う 

こと。 

学 学日の か月前までに手続きを うこと。

学生

学生 変

保 人変

月 

理 が発生したとき。 

理 が発生したとき。 

理 が発生したとき。 

病気 で 業を するとき。 

（一親 は 日， 親

は 日， 親 は 日） 

（ シ ムより ） 

日の か月前までに提出すること。 

は 後速やかに提出すること。 

施 実施日の 日前までに提出すること。 

の を受けること。 

学生 交付 は 限切れのとき。（ の場合は 

） 

学 （保健学科）

は学生 セン ー

業

日本学生 機 学

により  

により  

学生 セン ー

各種 学 により  指定された
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２ 学

 

   学生に する や通知は， としてNU-Web やbbメー の配信により

いますので，必ず するようにしてください。また，各 業からの はLACS「
事 」からも配信されます。

   業や 験 の 事 ， 学生の 集 業 は，医歯薬学 合 育

の保健学科 により いますので， の時， 日 は必ず

を見る を身に け，学生生活に がないように 意してください。 

   また，学生 の個 の 事 （学生 出し） は，入学時に学 提出して

いる う場合がありますので，変 があった は，必ず け出てください。

 実験 実 の

   実験 実 の ， ， ， は，きれいに大切に

してください。 

 保健学科

が われていないときは学 ー として自 に できます。 

また， には 職に関する を していますので情 集などに活

してください。

 得

   学 での は，事 は保健学科 の保 に保 しています。

当たりのものがあった場合は事 に問い合わせてください。 か月を過 ても き

り手がないものは，こちらで 分する場合があります。また， を発見した場

合は，事 に けてください。

なお， の保 については，各自 分に 意してください。

 の受け し

学生 体 は学生あての があった場合は，メー は にて しますの

で，事 まで受け りにきてください。

 照会

   学生からの による照会には，間違いを 意味から 答を っていません。ま

た， で学生 出しの があっても， 出しは いませんので，関係者 も

知らせておいてください。ただし， の場合には，この限りではありません。

 変 身分異動

   または保 人 に関して，入学時 は学年 めに提出した書 の に

変 が生じた場合は，必ずその 度事 に けてください。この 出を ると，本

人 は保 人に な 事 がある場合に がとれず， な結果を生じるこ

とがあります。  
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  業 は，前 後 ごとに 入す き 業 の全 は一部を する 度で

す。手続方法や出 格については，その 度 によりお知らせします。 望

者は， 限までに必要書 を えて出 してください。

  業 に関する 定 は学生 部発 の「学生生活 」（入学時の エン

ーションで配付）を 照してください。

  なお，出 志望者は，学生 セン ーの でよく相 してから出 してください。

学

  日本学生 機 をはじめ，地方 共 体や各種 学 体の 学 を り っていま

す。 学 を 望する人は，学生 部発 の「学生生活 」（入学時の エン

ーションで配付）の関係する 目を 照してください。 手続は，学生 セン ーの

経 ーナー し出てください。

  学 についての 細は，学生 部発 の「学生生活 」（入学時の エン

ーションで配付）を 照してください。

  なお，本学科の各専攻 を とした 学 の 集があった場合は，その 度 で

お知らせします。 

 各種 明書が必要となった場合は， ）の を 考にして手続してください。

  事 の で し む 明書は，必要とする 日前までに必ず してください。

  当日に し んでも発 はできません。 

  全 の ン エン ト ， は で 得できる「 明書発 サー 」（ ）

も できます。 

  者は，長 大学の にある， 明書発 サー から インしてください。 

  明書の種 によっては， ン 発 ができないものもあります。 

 通学 明書は， 道， ， を する人に し，定 入のため 明書が必

要な ，自 （ ）最 り 間に限り発 します。

  なお， 活動のため， 地 ン まで を する場合や， 地

  実 のため， 地 実 施 の最 りの と との最 りの 間を 道

  する場合についても通学 明書を発 します。

 実 のための定 発 は，「実 通学 明書発 」により し んでください。

  なお，実 のための定 の発 には 交通機関からの が必要です。 間 

  かかりますので，早めに し んでください。 

学 において， 体（サーク ）を しようとするときは，あらかじめ， 問を定

め，「長 大学における学生の 活動に関する 程」に き， 定の様 に， 体

の 目的を明らかにした と 体員 を え，学生 セン ーに け
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出て，学長の を受けてください。 

体 その の出 事 を変 しようとするときは， 定の手続をして を受け

  てください。

 体 の 間はその年度限りですので， 続を 望する 体は， 月 までに

  に 新 を提出してください。 新 が提出されない 体は，解 したものとして

  り われます。

 学生 は 体が，集会 を うときは， 日前までに 定の様 で け出てください。

学

大学 における学生の 全 保 の 点から，学生の時間 学 については のとお

りとなっています。

  日の 後 時から 日の 前 時まで， として ，自 の学 に

する施 （ 「施 」という。）の は です。

  員のいない 日 日，その 業日 も， として終日，施 の は で

す。

上 ， の 時間 に学生がやむを得ず する場合は，事前に 書により指

員 に して を得てください。

 学生が本学科 の施 を しようとするときは， の 日前までに， 定の様

  の施 を事 に提出して を受けてください。なお，本学（ 地 ）

  の施 を しようとするときは，学生 セン ーに 定の様 の施 を提

  出して を受けてください。

 の を受けた学生は，本学職員の指 に従ってください。

 施 の 後においても， のため し えが生じたときは， を り す

  ことがあります。

 意 は過 により を したり， した場合は， 状 に必要

  な経 を しなければなりません。

 体育 を する場合は，事 に し出て 定の様 で を受けてください。

  時間は， 日（長 みを く）（ ） 日（

  ）です。

なお，「 に関する り決め」を してください。 

 学生 施 を する場合は，事 に し出て 定の様 で を受けてく

  ださい。 時間は， として 後の 理， を含めて までです。

  なお， の ち入りを します。

ー は，医歯薬学 合 育 （ ， ）に してあり， 学 間 ，

個人 ーを します。なお， に当たっては の点に 意してください。

ーの を万一， した場合は，事 けてください。なお， の
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新 修理は，自 担です。

ーの 理は各自で うことになりますが， のために 重 は ー 

に入れず 時身につけておいてください。なお， の にあっても大学 は

の 任を いません。

ーには，発 のもの， 気を発するもの 人に をかけるようなものを

しないでください。なお， を う の場合は，大学 で ーを け，当

を する の をとることがあります。

学 卒業の は， ーの明け しと の を ってください。

 セン ー（ 「セン ー」という。）では ト ーク のための学生  

IDを交付しています。このIDは情 理 育のみならず ト ークを するために

なものです。学生 が配付された時点でIDと ー が できます。

(1) ト ークを してできること

ト ークの は長 大学学 LAN 続されており， メー ，イン ー

トによる情 情 集ができます。「長 大学 セン ー」のWeb Site

（http://www.cc.nagasaki-u.ac.jp）を 考にしてください。

(2)イン ー ト 上の 意事

  ー を 重に 理する。

   IDと ー は， ト ークシ ムにあなたが「あなた自身であること」を

明するもので， シ ー の と同じくらい に大切なものです。

人のIDと ー を したり，自分のIDと ー を 人に させるこ

とはできません。

  ン ー に 意する。

   ン ー に すると， ンのシ ムや イ が れるなど，

深 な が出ます。 メー に 付された イ を に しない， し

いWeb Siteから イ を ン ー しない, などに がけてください。

   ン ー については， のWeb Siteを 考にしてください。

   イ   http://www.ipa.go.jp/security/index.html 

  チ ト（ ト ーク 上のエチ ト）を がける。

   の人に を要 する の手 といったチ ーンメー はもちろん，

に必要のないメー を ったり したりすることは，必要な情 のやりとり

をするという本来の を ，相手に なメー となります。また， ト

ークにも 要な がかかり，その機 を しますので， 意してください。

メー を する は， 作 や， 人を するような

は書かないようにしましょう。 チ トについては， のWeb Siteを 考にして

ください。

    イン ー トを するための ー ナー集（ 法人イン ー ト 会）

    http://www.iajapan.org/rule 

    チ ト ーム ージ http://www.cgh.ed.jp/netiquette/ 
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 に する場合は， シ ムに 後， 定の を し，指

員の を受け事 に提出してください。なお， したときは， 専攻の 任

事 に してください。   

  また， をする場合は， の の「 全 ーム ージ」を 考にし

て 全な を ててください。http://www.anzen.mofa.go.jp/ 

 保健学科は ー が いため，学生の自動 による通学を しています。ただ

し， の事情がある場合のみ， することがあります。

  イクの入 は しますが， 定の イク 場に することを けています。

  学 を問わず，万一に や交通事 の事 または事 に ったときは，必ず

専攻の 任 事 に け出てください。

 学生 育 保 の手続を う場合もあります。 

  長 大学は， 地 全 です。 に はしないでください。 
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．健

健

学生は，本学が定 は 時に実施する健康 断を受けなければなりません。学生は，

健康 断の結果， 病 が発見された場合は，本学の指 に従わなければなりません。

２ 健

日 の健康の みや，問題があったら，保健セン ーに気 に相 してください。風邪

やお の が悪い場合は， の上，薬（無 ）を出していますので， してくださ

い。 科ばかりでなく， 相 ， 人科相 も けています。 人関係や 学上の み，

精 の みも 慮しないで相 してください。 は られます。

保健

 保健セン ーでは，健康 断，健康相 ，生活 病の予 など，いろいろな を

っています。なお，保健セン ーにおける健康 断や健康相 については，学生 部

発 の「学生生活 」（入学時の エン ーションで配付）の関係 目を 照してく

ださい。

人関係や 学上の み，精 の みなどがあったら， 慮しないで ンセラーに

相 してください。 は られます。

 相 日 保健学科 ンセラー （保健学科 ）

日 （ ）

日  （ ）

歯学部学生 （医歯薬学 合 育 ）

日 （ ）

日 （ ）

望の日程，場 を して ジ ー を むため，上 の ジ ー に変 が生じるこ

とがあります。 月，各相 の に「 ンセラー 問 ン ー」を しています。

なお， ン の保健セン ーでの ンセ ン 予 も です。

保健

 具合が悪くなった場合は，事 し出て，保健学科 にある保健 を するこ

とができます。 合 育 での に体 となった場合は， 員の の ，

できる場 があります。 
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２．

 本学科の学生は，医療施 や 人施 ， がい者（ ）施 などで 地 実 を

います。様々な患者さんが入 しておられる医療施 の環境には様々な病 体が生 し

ています。あなたの手指や にその病 体が付 すると の患者さんに する が

あります。 （施 ） を ために手 いを し， ， ，予 は

に なものを してください。 ，体 ，分 ， の いには， に 意

してください。 し の事 が発生した場合は，す に実 指 者と担当 員に し

てください。

 医療施 には 機 の した患者さんが大 いらっし います。もし，あな

たが 症に 患すると，あなた自身が となって （施 ） を こす

があります。 な生活や ， った 事は，身体の 力を させ，

症に 患しやすくなるので，健康 理に がけてください。

 本学科では，通 の健康 断 に のような を っています。

， 体を し， 者には の クチン 種を勧めています。

２

風 ， ， ，ムン に関しては， クチン 種 が 分な者には クチン

種 が必要です。

 全学生に して流 の として， クチン 種を勧めています。 に実 を受ける

学生は 必要です。

 実 病 （施 ）からの要 により， ， 体 ， クチン 種 が必要な場合が

あります。

 これらは，あなた自身を から り， （施 ） を するために必要なこ

とです。各専攻により実施 が異なることがありますので， 細については，

でお知らせします。
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．学 保

学 保 学

 正 ，学 事 ， 活動 は通学 における 慮の事 に えて「学生 育

保 度」があり，本学では全員 入 をとっています。

 この 度については，入学時に「入学手続 」に していますが， 細は学生

セン ーの生活 ーナーでお ねください。

 なお，この 度の 要については，「学生生活 」に してありますので， 照し

てください。

２ 学 保

この保 は， 地 実 に し事 が発生し， の れがある場合の予

治療に要する ， 地 実 に患者さんに をさせたり，患者さん

の を して， 任を った場合 に される保 です。本学科では， 地

実 に えて全員 入 をとっています。
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．

長 学 学

２ 学 保健学科

学 保健学科 長

学 保健学科

学 保健学科 学

― 32 ―



長 学 学  

成 年 月 日 

医学部 程  

（ ） 

 この 程は，長 大学学 （ 成 年学 。 「学 」という。）に定

めるものの か，医学部（ 「本学部」という。）の 育に関し必要な事 を定めるも

のとする。 

（学部の目的） 

 本学部は，大学 育における 本的 と専門の となる い知識を修得させ

るとともに， 体 と かな人格を え，人々の健康，医療 に できる の

い医療従事者， 育者 者を育成することを目的とする。 

（学科 学科の目的） 

の  本学部の学科は， のとおりとする。 

医学科 

保健学科 

 学科の 育 上の目的は， のとおりとする。 

 医学科は，医学に関する 度の専門的知識と 本的な医療 術を修得させ，自

と社会 を身につけた医師 育者 に科学的 を った医学 者を育成

することを目的とする。 

 保健学科は，医療に関する 度の専門的知識と れた を修得させ， 体 と

かな人格を え く の保健医療の向上に し社会に できる の い医療

専門職者 者を育成することを目的とする。 

（ 医 ー ） 

の  医学科に，将来の 医学を担う 医を 成するため，長 大学大学 医歯

薬学 合 科（医学 分 ） 進学する者を とした 医 ー を く。

（ 医 ー の ） 

の  学 （ ー 医 ）で入学し， 医 ラム

法医学 ラムの となった者は， として， 年 前 から 医 ー に

するものとする。 

 一 で入学した者 学 （ ー 医 ）で入学し，

医 ラム 法医学 ラム の ラムの となった者が 医 ー

の を 望する場合は， 年 前 は 年 前 からの を すること

がある。 

― 33 ―



 医 ー の 修 に関し必要な事 は， に定める。 

（ ー 医 入学者の ラム決定） 

の  学 （ ー 医 ）で入学した者（ 「 ー

医 入学者」という。）は，入学後，各学生の 望に き， 医

ラム，熱 医学 ラム， 保健 ラム は法医学 ラムのいずれかに配

される。 

 前 の各 ラムの配 望に大きく りがある場合は， を うものとする。

（保健学科の専攻） 

 保健学科に， の専攻を く。 

看護学専攻 

理学療法学専攻 

作業療法学専攻 

（ 育 程） 

 医学科の 育 程は， 育に関する 業科目（ 「 育科目」という。）

を 年 は 年 に，専門 育に関する 業科目（ 「専門 育科目」という。）

を 年 から 年 までに して 成する。 

 保健学科の 育 程は， 育科目を 年 は 年 に，専門 育科目を

年 から 年 までに して 成する。 

（ 育科目の最 修得 ， 修方法 ） 

 育科目の最 修得 は，医学科にあっては のとおりとし，保健

学科にあっては のとおりとする。 

 育科目の 分， ， ， 修方法 については，長 大学 育 修

程（ 成 年 程 ）の定めるところによる。 

（専門 育科目の ） 

 医学科の専門 育科目の 分は，医と社会，入門科目，正 と機 ， 患 ，

患各 ，医学 医療と社会， 療の 本， 実 ， 実 ，医学 合セミナー

医学 とする。 

 医学科の専門 育科目の ， 標 修年 は， のとおりとする。

 保健学科の専門 育科目の 分は，専門科目 合 科目とする。 

 保健学科の専門 育科目の ， 標 修年 は， のとおりとする。

（ 当たりの 業時間） 

 医学科の専門 育科目の 当たりの 業時間は， の によるものとする。

 については 時間 
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 実験 実 については 時間 

 実 の により う 業については 時間 

 保健学科の専門 育科目の 当たりの 業時間は の によるものとし，個 の

業科目の 業時間 は に定めるとおりとする。 

 については 時間から 時間 

 実 については 時間から 時間 

（ 修科目の ） 

 学生は， 修しようとする 業科目について， 定の 日までに しなければな

らない。 

（ 修科目の の上限） 

 医学科の学生が 修科目として することのできる の上限は， 育

科目 専門 育科目を合わせて 年 にあっては まで， 年 にあっては

までとする。ただし，集 により される 業科目については，この限り

でない。 

 保健学科の学生が 修科目として することのできる の上限は， 育科目

専門 育科目を合わせて 年 にあっては まで， 年 にあっては

までとする。ただし，集 により される 業科目については，この限りでな

い。 

（専門 育科目の 験 の 定） 

 専門 育科目の の 定は， 験の結果に き う。 

 専門 育科目について， 業を った時 の 分の を えて した者に しては，

当 業科目の受験 格を めない。 

 専門 育科目の 験の実施について必要な事 は， に定める。 

（専門 育科目の成 ） 

 専門 育科目の 験の成 の については， のとおりとする。

判定 成   成  

合格 点  上に れている 

点  業科目の 目標 上に 度な を身に

付けており， 業で身に付ける き を

分に 得している 

点  上に れているが に たない場合 
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点  業科目の 目標を たしており， 業で

身に付ける き最 限の を 得している 

合格 点   業科目の 目標を たしていない 

（ 修得 の 定） 

 学 の 定により専門 育科目に係る 修得 の 定を受けようと

する保健学科の学生は， 定の 日までに に る書 を提出しなければならない。 

 修得 定 書 

 成 明書 

 業 を した書  

 定する は，合 とする。 

（ 験） 

 病気その やむを得ない理 により専門 育科目の 験を受けることができな

かった者に しては，当 業科目について 験を うことがある。 

 験を受けようとする者は， 験 に医師の 断書 は受けることができなかった

理 書を えて速やかに学部長に い出なければならない。 

（ 験） 

 専門 育科目の 験の結果， 合格となった者については， 験を うことが

ある。 

（ 修） 

 専門 育科目のうち， 合格となった 業科目については，当 専門 育科目を

修しなければならない。 

（進級要 ） 

 医学科の 年 から 年 までの学生は，それぞれの年 において， の各

のす てに 当しなければ， 年 進級することができない。 

 の専門 育科目のうちそれぞれの年 で 修す き必修の 業科目につい

て，す て受験 格を していること。 

 に定めるそれぞれの学年 の進級要 を たしていること。 

 医学科の 年 の学生は， の専門 育科目のうち 年 までの 修す き

必修の 業科目のす ての を修得し，かつ， に定める進級要 を たしていなけれ

ば， 年 進級することができない。 

 医学科の 年 の学生は， に定める進級要 を たしていなければ， 年 進

級することができない。 
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 保健学科の 年 から 年 までの学生は，それぞれの年 において， の各 の

す てに 当しなければ， 年 進級することができない。 

 の専門 育科目のうちそれぞれの年 で 修す きす ての必修の 業科

目について，受験 格を していること。 

 の専門 育科目のうちそれぞれの年 で 修す き必修の 業科目につい

て， 修得である 業科目が 科目 であること。ただし， 年 においては

看護学実 を く。 

 保健学科の 年 の学生は， に 定する 育科目の最 修得

を 年 までに修得し，かつ， の専門 育科目のうち 年 までに 修す

き必修の 業科目のす ての を修得しなければ， 年 進級することができない。

（卒業の 定） 

 医学科に 年 上 学し， に定める最 修得 上を修得し，かつ，

定の 験に合格した者に しては，卒業を 定する。 

 保健学科に 年 上 学し， に定める最 修得 上を修得した者に し

ては，卒業を 定する。 

（ 入学） 

 入学について必要な事 は， に定める。 

（長 修） 

 学 の 定により，学生が修業年限を えて一定 間にわたり 的に

修すること（ 「長 修」という。）を 望する場合は，これを めることがある。 

 長 修に関し必要な事 は， に定める。 

（ ） 

 この 程の実施に関して必要な事 は， に定める。 

  

 この 程は， 成 年 月 日から施 する。 

 成 年 月 日現 本学部に 学している者（ この において「 学者」と

いう。） 成 年 月 日 後において 学者の する年 に 入学， 入学 は

入学する者については， 長 大学医学部 程は，この 程の施 後も，なおその 力

を する。 

 （ 成 年 月 日医学部 程 ） 

 この 程は， 成 年 月 日から施 する。 

 成 年 月 日現 本学部に 学している者 に 成 年度において

年 年 に 入学する者については， 正後の長 大学医学部 程の 定にかかわ
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らず，なお従前の による。 

 （ 成 年 月 日医学部 程 ） 

 この 程は， 成 年 月 日から施 する。 

 成 年 月 日現 本学部に している者 に 成 年度 成

年度において 年 に 入学する者については， 正後の長 大学医学部 程の 定

（ の 定を く。）にかかわらず，なお従前の による。 

 前 の 定にかかわらず， 年 において 学 をした者のうち， 育上 に必要が

あると められた学生については，この 程を する。 

 （ 成 年 月 日医学部 程 ） 

 この 程は， 成 年 月 日から施 する。 

 成 年 月 日現 本学部に している者 に 成 年度 成

年度において 年 に 入学する者については， 正後の長 大学医学部 程の 定に

かかわらず，なお従前の による。ただし， 正後の の 定（医療と社会の に

限る。）は， 成 年度の入学者 成 年度の 年 入学者についても

する。 

 （ 成 年 月 日医学部 程 ） 

 この 程は， 成 年 月 日から施 する。 

 成 年度 前の入学者 成 年度 前において 年 に 入学した者に

ついては， 正後の長 大学医学部 程の 定にかかわらず，なお従前の による。 

 （ 成 年 月 日医学部 程 ） 

 この 程は， 成 年 月 日から施 する。 

 成 年 月 日現 本学部に している者 に 成 年度 成

年度において 年 に 入学する者については， 正後の長 大学医学部 程の 定に

かかわらず，なお従前の による。 

 （ 成 年 月 日医学部 程 ） 

 この 程は， 成 年 月 日から施 する。 

 成 年 月 日現 本学部に している者 に 成 年度 成

年度において 年 に 入学する者については， 正後の長 大学医学部 程の 定に

かかわらず，なお従前の による。 

 （ 成 年 月 日医学部 程 ） 

 この 程は， 成 年 月 日から施 する。 

 成 年 月 日現 本学部に している者 成 年度において 年

に 入学する者については， 正後の長 大学医学部 程の 定にかかわらず，なお従
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前の による。 

 前 の 定にかかわらず， 正後の の に の の

定については， 成 年度 前に入学した者 成 年度において 年 に 入

学する者についても する。この場合において， 正後の の 「一 入

で入学した者」とあるのは「学部長が めた者」と み えるものとする。 

 （ 成 年 月 日医学部 程 ） 

 この 程は， 成 年 月 日から施 する。 

 成 年 月 日現 本学部に している者， 成 年度において 年 に

入学する者 に 成 年度 成 年度において 年 に 入学する者に

ついては， 正後の長 大学医学部 程の 定にかかわらず，なお従前の による。 

 前 の 定にかかわらず， 正後の の の 定については， 成 年度

において 入 （ 医療）で入学した者について する。この場合において， 正後

の の 「一 入 ， 入 （ 保健医療） 入 （熱 医学 医）

で入学した者」とあるのは「 入 （ 医療）で入学した者」と み えるものとする。 

 （ 成 年 月 日医学部 程 ） 

 この 程は， 成 年 月 日から施 する。 

 成 年 月 日現 本学部に している者， 成 年度において 年 に

入学する者 に 成 年度 成 年度において 年 に 入学する者に

ついては， 正後の長 大学医学部 程の 定にかかわらず，なお従前の による。 

 （ 成 年 月 日医学部 程 ） 

 この 程は， 成 年 月 日から施 する。 

 成 年 月 日現 本学部に している者については， 正後の長 大学医学

部 程の 定にかかわらず，なお従前の による。ただし， 成 年度 成 年

度に入学した者 に 成 年度 成 年度において 年 に 入学した者

については， 正後の の 定（標 修年 の に限る。）を する。 

 （ 成 年 月 日医学部 程 ） 

 この 程は， 成 年 月 日から施 する。 

 成 年 月 日現 本学部に している者については， 正後の長 大学医学

部 程の 定にかかわらず，なお従前の による。ただし， 成 年度， 成 年度

成 年度に入学した者 に 成 年度， 成 年度 成 年度にお

いて 年 に 入学した者については， 正後の の 定を する。 

 （ 成 年 月 日医学部 程 ） 

 この 程は， 成 年 月 日から施 する。 
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 成 年 月 日現 本学部に している者 成 年度において 年

に 入学する者については， 正後の長 大学医学部 程の 定にかかわらず，なお従

前の による。 

 （ 成 年 月 日医学部 程 ） 

 この 程は， 成 年 月 日から施 し， 正後の長 大学医学部 程の 定は，

成 年 月 日から する。 

 成 年 月 日現 医学部保健学科に している者 成 年度

成 年度において医学部保健学科 年 に 入学する者については， 正後の長 大

学医学部 程の 定にかかわらず，なお従前の による。 

 （ 成 年 月 日医学部 程 ） 

この 程は， 成 年 月 日から施 する。 

 （ 成 年 月 日医学部 程 ） 

 この 程は， 成 年 月 日から施 する。 

 成 年 月 日現 本学部に している者 に 成 年度 成

年度において 年 に 入学する者については， 正後の長 大学医学部 程の 定に

かかわらず，なお従前の による。 

 （ 成 年 月 日医学部 程 ） 

 この 程は， 成 年 月 日から施 し， 正後の の 定は， 成 年

月 日から する。 

 成 年 月 日現 医学部医学科に している者 成 年度において

医学部医学科 年 に 入学する者については， 正後の長 大学医学部 程の 定に

かかわらず，なお従前の による。 

 成 年 月 日現 医学部保健学科に している者 成 年度

成 年度において医学部保健学科 年 に 入学する者については， 正後の

の 定にかかわらず，なお従前の による。 

 （ 成 年 月 日医学部 程 ） 

 この 程は， 成 年 月 日から施 し， 正後の の理学療法学専攻に

関する 定は， 成 年 月 日から する。 

 成 年 月 日現 本学部に している者 成 年度において 年

に 入学する者については， 正後の の理学療法学専攻に関する 定にかかわ

らず，なお従前の による。 

 （ 元年 月 日医学部 程 ） 

 この 程は， 年 月 日から施 する。 
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 年 月 日現 本学部に している者 に 年度 年度に

おいて 年 に 入学する者については， 正後の長 大学医学部 程の 定にかかわ

らず，なお従前の による。 

 （ 元年 月 日医学部 程 ） 

 この 程は， 年 月 日から施 する。 

 年 月 日現 本学部に している者 に 年度 年度に

おいて 年 に 入学する者については， 正後の長 大学医学部 程の 定にかかわ

らず，なお従前の による。 

 （ 年 月 日医学部 程 ） 

 この 程は， 年 月 日から施 する。 

 年 月 日現 本学部に 学している者については， 正後の長 大学医学部

程の 定（ の 定を く。）にかかわらず，なお従前の による。ただし，

正後の の 定は， 成 年度 の入学者についても する。 

 （ 年 月 日医学部 程 ） 

 この 程は， 年 月 日から施 する。 

 年 月 日現 本学部に 学している者 に 年度 年度に

おいて 年 に 入学する者については， 正後の長 大学医学部 程の 定にかかわ

らず，なお従前の による。 

 （ 年 月 日医学部 程 ） 

この 程は， 年 月 日から施 する。 

 （ 年 月 日医学部 程 ） 

 この 程は， 年 月 日から施 する。 

 年 月 日現 本学部に 学している者については， 正後の長 大学医学部

程の 定（ の の 定を く。）にかかわらず，なお従前の による。 

 （ 年 月 日医学部 程 ） 

 この 程は， 年 月 日から施 する。 

 年 月 日現 本学部に 学している者については， 正後の長 大学医学部

程の 定にかかわらず，なお従前の による。 
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別表第１ （略）

別表第２

看護学専攻 理学療法学
専攻

作業療法学
専攻

英語

初習外国語

93 92 95

4 4 4

97 96 99

125 124 127

別表第３ （略）

4

8小計

キャリア教育科目

教養モジュールⅠ科目

外国語科目
6

2

教養モジュールⅡ科目モジュール科目

2

授業科目の区分＼専攻

教養教
育科目

教養基礎科目 教養ゼミナール科目 1

2数理・データサイエンス科目

プラネタリーヘルス科目 1

情報科学科目

小計

2　～　4

                    計 28

16

4

選択科目

グローバル科目

小計

0　～　2

合               計

専門教育科目 専門科目

統合ケア科目

  計

健康・スポーツ科学科目 1

区分

保健学科の教養教育科目及び専門教育科目の最低修得単位数

1

0　～　2

0　～　2

4

人文・社会科学科目

生命・自然科学科目

総合科学科目
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保健学科の専門 育科目の 分 標 修年

看護学専攻

必修 必修

 人体の と機  看護学

 学  看護学

 病理学  地 看護学

 生 学  看護の 合と発

 薬理学  医療 全と看護

 薬 療法と看護  家族看護学

 病態学  続看護

 病態学  健康 育学

 病態と看護  看護 理

 と健康学  看護 理学

 と健康学  看護学

 学  ク

 ー ーションと健康  看護 ミ ーション

 社会               ーション看護学

 生学  保健学

 保健医療 シ ム  保健学

 医療と社会       ラン 活動

 医療と社会     保健医療 学

 ーション  看護学 方法

 保健医療社会学  看護学 方法

 人の発 と成長  卒業

 看護学  看護学実

 看護過程  看護学実

 看護過程  看護学実

 看護 術  年看護学実

 看護 術  看護学実

 看護 術  看護学実

 ジ セ メント  看護学実

 的人間関係  精 看護学実

 的人間関係  精 保健 メン 実

 成人看護学  看護学実

 手術と看護  地 看護学実

 的治療看護方法  専門 強 実

 療 看護方法  看護の科学的

 看護  入門科目

 成人看護学 合  合   

 年看護学  合 実

 知症と看護  の らしと保健医療

 ジメント

 成長発 看護学

 看護学

 と家族の健康学

 と家族の健康学

 と家族の健康学

 精 保健学

 精 看護学

 精 看護学

   

業科目
業

時間

業
科目
の
分

標
修

年

業
科目
の
分

業科目
標

修
年

業
時間

合

科
目

専

門

科

目

専

門

分

専

門

分

（

地

実

）

専

門

分

専

門

科

目

合

専

門

分

最 修得
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理学療法学専攻

必修 必修

 人体の と機  動 理学療法学

 機 解 学  動 理学療法学実

 機 解 学  経理学療法学

 機 解 学実  経理学療法学実

 生理機 学  理学療法学

 生理機 学  理学療法学実

 生理機 学実  理学療法学

 動学  理学療法学実

 動学  イン ーション

 動学実  地 理学療法学

 学  理学療法学セミナー

 病理学  理学療法学セミナー

 生 学  理学療法学実

 薬理学  理学療法学実

 人の発 と成長  合 実

 ーション  合 実

 動 と  合 実

 動 と

 経 と  卒業

 経 と

 科 と  入門科目

 科 と  合   

 精 と  合 実

 科 と の らしと保健医療

 と

 ーション医学

 医学

 医療と社会           

 医療と社会            

 保健医療 学

 保健医療社会学

 保健医療 シ ム  

 生学

 社会              

 ンセ ン 法     

 保健学実

 ラン 活動      

 理学療法学

 機 科学

 理学療法 学

 理学療法 学実

 像 学

 動療法学

 理療法学

 理療法学実

 生活 術学

 生活 術学実

 具学

 具学実

 理学療法学 法

 理学療法 理学

 理学療法 理学

業
時間

専

門

科

目

卒
業

業
科目
の
分

業科目
標

修
年

理

学

療

法

学

専

門

科

目

標
修

年

業
科目
の
分

業
時間

業科目

実

理

学

療

法

学

最 修得

合

専

門

科

目

合

科
目
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作業療法学専攻

必修 必修

 人体の と機  身体 作業治療学

 機 解 学  身体 作業治療学実

 機 解 学  精 作業治療学

 機 解 学実  精 作業治療学実

 生理機 学  発 作業治療学

 生理機 学  発 作業治療学実

 生理機 学実  生活 善学

 動学  生活 善学実

 動学  地 作業療法学

 動学実  具学

 学  具学実

 病理学  作業療法学セミナー

 生 学  精

 薬理学  発

 人の発 と成長  身体

 ーション  作業療法実

 動 と  地 作業療法実

 動 と  合 実

 経 と  合 実

 経 と  合 実

 科 と

 科 と  卒業

 精 と

 科 と 入門科目

 と 合

 ーション医学  合 実   

 医学  の らしと保健医療

 医療と社会           

 医療と社会            

 保健医療 学

 ンセ ン 法     最 修得

 保健医療社会学

 保健医療 シ ム  

 生学

 社会         

 保健学実

 ラン 活動

 作業療法学

 作業学

 作業学 法

 作業学 法

 治療作業学

 作業療法 学

 作業療法 学実

 像 学

 精 と

 作業療法 理学

 作業療法 理学

 作業療法学 法

専

門

科

目

合

科
目

業
科目
の
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業科目

作

業
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標
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門
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実
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年

― 45 ―



２ 学 保健学科

 この は，長 大学学 長 大学医学部 程に定めるものの か，保健学科における

専門 育科目の 育に関して必要な事 を定めるものとする。

学

 学 の 定に く入学前の 修得 の 定は，保健学科会 の を経て う。

 前 の 定により 定する 修得科目の は，本学科の相当する 業科目の と同

上のものでなければならない。

 定する 業科目 は，専門 科目 専攻 科目の 業科目 とし， 定

は とする。

 定を受けようとする者は， 定の 日までに， の各 の書 を提出しなければならない。 

（ ） 修得 定 書

 （ ）卒業 は 学した大学 の成 明書（ のもの）

 （ ） 定を受けようとする 業科目のシラ は 業 を したもの

 定した 修得 業科目の成 は「 定」とし， は「 」と する。

 定した ポイントは「 」とする。（ 業 日本学生 機 学 の学業成

を決定する場合の学力 点）

 験は，定 験を とし，学 は学年 に日時を定めて う。

 前 の定 験の か，学 の 間に 時 験を うことがある。

 験は として 験とするが， 問， ， ポート によることもある。

 業を った時 の 分の を えて した者に しては，当 科目の受験 格を め

ない。ただし，病気， ，その やむを得ない理 のため， 業を した者が， 定の 明書を

えて を提出した場合は， 時 について考慮することがある。

 病気， ，その やむを得ない理 のため，定 験を受けることができなかった者には，

当 業科目について 験を うことがある。

 験を受けようとする者は，当 験終 後 日 に，病気の場合は医師の 断書，その

の場合は 明書あるいは理 書を えて 験 を提出して を受けなければならない。

 の 間は，配 者 は 日 ， 日 ，配 者の 日 ， 親 の親族

日 とする。

 験は を限りとして う。

 定 験 は 験の結果， 合格となった者に し， 験を うことがある。

 験は を限りとして う。

 験の成 は は とする。
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科

 業科目を の 員が担当している場合の定 験は，全ての担当 員が し，一

した 験を い， 合 を うことを とする。

 担当分 が異なる の理 から，一 した定 験の実施が困 な場合は，当 科目の担当 員

がそれぞれの 験を い， 合 を うことができる。

 一部の 員について 合格者がいる場合，一 に 合 し いときは， 合格となった 員に

ついて 験を実施し，合格点に したときに 合 を うことができる。

 験の実施に関する 合 は当 業科目の世 員が うものとする。

 定 験の 日 は，事前に する。

 験 験の 日 は， として 験日 日前までに する。

 験は， 験 の決められた で受験し， 者の指 に従うこと。

 学生 を 上 上 に くこと。

 きの は めない。また， 験 は， ， し ム，その の を する。

 験 後 分 の は受験を める。ただし， 験時間の 長は わない。

 験 後 分を経過した後は， 験 から 出できる。

 答 の ち出しを する。 

 験実施 は， 正 とみなされるような態度をとらないこと。 正 を った学生

に しては，保健学科会 の を経て，当 学 に 修した全専門 育科目を無 とする を う。

 成 は，医学部 程に定めるとおりとする。

 成 は， 験， その の成 を考慮して 合的に うものとする。

 業科目を の 員で担当して，考 を分担している場合は，当 担当 員の合 により，

 世 員が成 を うものとする。

 実 科目の成 は，出 実 状 ，実 目標の 成状 ， ポート提出 により， 合

的に うものとする。

 必修科目のうち 合格となった 業科目は， として 修をしなければならない。 

 科目について， 業担当 員が めた場合は， 修することなく， 学 に実施する

当 科目の 験を受験することができる。

 前 の 験については， から に る 験と同様の り いとする。

             

 保健学科の 年 から 年 までの学生は，それぞれの年 において， の各 の 

す てに 当しなければ， 年 進級することができない。

  1  の専門 育科目のうちそれぞれの年 で 修す きす ての必修の 業科目につい

て，受験 格を していること。

2  の専門 育科目のうちそれぞれの年 で 修す き必修の 業科目について， 修

得である 業科目が 科目 であること。ただし， 年 においては 看護実 を く。
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 保健学科の 年 の学生は，医学部 程 に 定するとおり 育科目の卒

業に要する最 修得 専門 育科目のうち 年 までに された必修の 業科目のす

ての を修得しなければ 年 に進級することができない。

 進級の 定は，保健学科会 で う。

 看護学専攻の 年 ， 年 の学生は，それぞれの年 において の各 に 当し

なければ，当 実 を 修することができない。 

  年 に進級している学生で， 年 前 までに された必修科目のうち 看護学

実 看護過程 の を修得しなければ， 年 後 に される 看護学実 を

修することができない。 

 育科目の卒業に要する最 修得 専門 育科目のうち 年 前 までに

された必修の 業科目のす ての を修得しなければ 年 後 に される 地実 を

修することができない。 

科  

 修 間を経過した後の科目 修の り しは，やむを得ない事情がないか

り受け付けない。 

 修 した科目に出 せず， 験を受験しなかった場合の成 は「 」とし， は「 」

と する。 

 この に定めるものの か， に関し必要な事 は，保健学科会 で定めるものとす

る。

 

この は， 成 年 月 日から施 する。 

 

この は， 成 年 月 日から施 する。 

 

この は， 成 年 月 日から施 する。 

 

この は， 成 年 月 日から施 する。 

 

この は， 成 年 月 日から施 する。

 

この は， 成 年 月 日から施 する。

 

 この は， 成 年 月 日から施 する。

 成 年 月 日現 本学科に している者 に 成 年度 成 年度にお

いて 年 に 入学する者については， 正後の医学部保健学科 の 定にかかわらず，な

お従前の による。

 

 この は， 年 月 日から施 する。

― 48 ―



 年 月 日現 本学科に している者 に 年度 年度において

年 に 入学する者については， 正後の医学部保健学科 の 定にかかわらず，なお従前

の による。
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学 学科 修 合

                                
 この し合せは，医学部 程（ 「学部 程」という） に き，長 大学長 修

程（ 「 程」という。）に定めるものの か，医学部保健学科における長 修に関し必要な

事 を し合せる。

 学生

の各 のいずれかに 当する者で，長 修の し出があった場合は， 会の を経て

めることがある。

 職業を し， 業している者

 家事，育 ， 護 に従事している者

3  のある者

4  その 相当の事 があると められる者

 の時

   新入生は，入学手続 間とする。

   学者は，前 からの 望にあっては 月 日までに，後 からの 望にあっては 月 日ま

でとする。

  ただし，修業年 における最終年 の者は できない。

 修 態の変

長 修の 間 の は，学 の終 する 月前までとする。（ 月 ， 月 ）

 に必要な書

 長 修（長 修 間 ） 書

  職を 明するもの（ 当者）

3   長 修が必要であることを 明する書 （ 3 当者）

 修指

長 修生に する 修指 は，本人 指 員 と相 のうえ 員会が う。

 地実 修要

看護学専攻においては，保健学科 の要 を たした年度の後 より 修させ

る。

 進級要

学部 程 の要 を たした の年度より進級させる。

    

この し合せは， 成 年度から する。

    

この し合せは， 成 年度から する。
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学 学科 の 合
年 月 日保健学科会  

 （ ） 

 この 合せは，長 大学成 イ ライン の 定に き，成 の疑

てに関し必要な事 を定めるものとする。 

 （ ） 

 学生は，成 の疑 てがある場合は， として成 の 日から して，

間 であれば成 の疑 てを できる。 

 （方法） 

 前 の成 の疑 ては， の手 により り う。 

  学生は， 定の 限 に「成 の疑 て書」（ ）を学 （保健学科担当）

提出する。 

  学 （保健学科担当）は，学生から提出のあった「成 の疑 て書」を

員長に する。 

    員長は，専攻の 員と「成 の疑 て書」の を し，疑

てに 当するかどうかを判断の上，その結果を保健学科長に する。 

   員長は，疑 てに 当しないと判断した場合は， ，学 （保健学

科担当）を通じて，当 学生に 答する。 

    員長は，疑 てに 当すると判断した場合は，学 （保健学科担当）

を通じて，「成 の疑 て書」を科目 任者に通知する。 

   科目 任者は，疑 について，「成 の疑 て 答書」（ ）を作成し，

学 （保健学科担当）に提出する。 

  学 （保健学科担当）は，科目 任者から提出のあった「成 の疑 て 答

書」を 員長に提出する。 

   員長は，専攻の 員と「成 の疑 て 答書」を し，専攻の

員を通じて，当 学生に 答するとともに， 員会に する。なお，「成

の疑 て 答書」の に疑 が生じる場合は， 員会において の上，

専攻の 員を通じて，当 学生に 答する。 

 （事 ） 

 成 の疑 てに関する事 は，学 （保健学科担当）において 理する。 

 （ ） 

 この 合せに定めるものの か，成 の疑 てに関し必要な事 は に定め

ることができる。 

     

 この 合せは， 年 月 日から施 する。 
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学 学科 学

（  ）

 この は，長 大学医学部 程（ 成 年医学部 程 。 「 程」とい

う。） の 定に き，医学部保健学科 の 入学に関して必要な事 を定めるもの

とする。 

（ 集人員）

 各専攻の 集人員は， のとおりとする。

（ ）看護学専攻    人

（ ）理学療法学専攻  人

（ ）作業療法学専攻  人

（入学 格）

  本学科の各専攻に 入学することができる者は， の各 の一に 当する者とする。

（ ）看護学専攻 

  大学において，看護関係学科を卒業した者 

  専修学 の専門 程において， 部科学大 の定める （修業年限が 年 上で，か

つ， 程の修 に必要な 業時間 が 時間 上 は が 上である

こと。）を たし，看護関係学科を修 した者（学 育法 に 定する大学入学

格を する者に限る。） 

学 の専攻科の 程（修業年限が 年 上であること，その の 部科学大 の定

める を たすものに限る）において，看護関係学科を修 した者（学 育法  

に 定する大学入学 格を する者に限る。） 

（ ）理学療法学専攻 

  大学において，理学療法関係学科を卒業した者 

専修学 の専門 程において， 部科学大 の定める （修業年限が 年 上で，か

つ， 程の修 に必要な 業時間 が 時間 上 は が 上である

こと。）を たし，理学療法関係学科を修 した者（学 育法 に 定する大学

入学 格を する者に限る。） 

（ ）作業療法学専攻 

  大学において，作業療法関係学科を卒業した者 

  専修学 の専門 程において， 部科学大 の定める （修業年限が 年 上で，か 

つ， 程の修 に必要な 業時間 が 時間 上 は が 上である

こと。）を たし，作業療法関係学科を修 した者（学 育法 に 定する大学

入学 格を する者に限る。） 

（ 方法） 

 入学者の は，学力 ， を 合して う。 

 学力 の科目は，各専攻ごとに決定する。 

 入学者の は，各専攻ごとに う。 

（ 員会の任 ） 

 入学 験に関する事 は，入学 験 員会が う。 

（ ）入学 験の 集要 実施要 に関すること。 

（ ）学力 員の 出に関すること。 

（ ） 方法に関すること。 

（ ） 点 合 判定 に関すること。 

（ ）その 入学 験に関すること。 
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 入学者の修学に関する事 は， 員会が う。 

（ ）入学前の 修得 の 定に関すること。 

（ ）その 入学者の修学に関すること。 

（ 入学の時 ） 

 入学の時 は，学年の めとする。 

（修業年限 ） 

 入学後の修学 は， のとおりとする。 

（ ） 入学の年 は， 年 とする。 

（ ）修業年限は， 年とする。 

（ ） 学 間は，修業年限の を えることができない。 

（ ） 学 間は，通 して 年を えることができない。 

（入学前の 修得 の 定） 

 入学前の 修得 は を限度に， のとおり 定する。なお，各専攻の 修

指定科目 は のとおりとする。 

（ ） 育 は一 定とする。 

（ ）専門 育科目は，入学前に修得した科目の に じ，各専攻が定める 修指定科目

を き， を上限に卒業要 に 定する。 

 定した 修得 の成 は「 定」とし， は「 」と する。 

 定した ポイントは「 」とする。（ 業 学 の学業成 を決定 す

る場合の学力 点） 

 進級要  

 年 の進級の要 は， のとおりとする。 

（ ）看護学専攻は，医学部保健学科 の進級要 を する。 

（ ）理学療法学専攻 作業療法学専攻は，進級要 は けない。 

（卒業要 ） 

 卒業要 は，本学科に 年 上 学し，医学部 程 に定める 育科目

専門 育科目の最 修得 から， における入学前の 修 の 定 を

じた について修得しなければならない。 

（ 修方法） 

 修は，各専攻の 員に当 専攻の卒業に必要な を修得できるように イ ン

個 指 を受けるものとする。 

  この に定めるものの か， 修に関し必要な事 は，医学部保健学科 に定め

るところによる。 

   

   この は， 成 年 月 日から施 する。 

   成 年 月 日現 本学部に している者 に 成 年度 成 年

度において 年 に 入学する者については， 正後の医学部保健学科 入学に関する

の 定にかかわらず，なお従前の による。 

   成 年 月 日現 本学部に している者 に 成 年度 成 年

度において 年 に 入学する者については， 正後の医学部保健学科 入学に関する

の 定にかかわらず，なお従前の による。 

  

 この は， 成 年 月 日から施 する。 

 成 年 月 日現 本学部に している者については， 正後の医学部保健学科
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．保健学科

【⽇々の備え】 
①⾮常時に備え，学内の避難経路・避難場所を明⽰しておく 

 ②⽕災の発⽣に備え，消⽕器の位置・使⽤法を確認しておく 
 ③化学反応を起こす恐れのある化学薬品などについては，混触を起こさないよう棚を整理しておく 
 ④ロッカー・⼾棚などの上に物を置かない 
 ⑤室内の整理・整頓を⼼掛け，不要となった紙類・ゴミ類は早めに処分しておく 
 ⑥ドア周辺に避難の妨げになるような物を置かない 
 ⑦応急⼿当の⽅法を⾝につけておく 
 ⑧機会を⾒つけて，積極的に防災訓練・救急救護訓練等に参加する 

【授業中に⼤きな地震等で避難が必要となった場合】 
Ⅰ．⾝の安全を確保する 
担当教員の指⽰に従い，揺れ等が鎮静化するまで次の点に注意して冷静に⾏動してください 
①ドア付近の⼈はドアを開け，出⼝を確保する 

 ②窓ガラスの⾶散を防ぐため，窓のカーテンを閉める 
 ③⾐類・持ち物などで頭を覆い，落下物（⿊板・TV モニター・蛍光灯など）から⾝を守る 
 ④窓際から離れ，机の下などにもぐり，体勢安定のため机の脚を押さえる 

⑤電気器具の電源を切る 
⑥⽕災がある場合は，ハンカチを⼝にあてるなどして煙を吸わないように注意をする 

Ⅱ．避難する 
担当教員の指⽰に従い，静かに整然と避難してください。⼤きな地震には余震の可能性が⾼いので，充
分に注意してください 
①出⼝に殺到しないで整然と避難する 
②⾝体障害者や負傷者の避難をサポートする 
③停電した場合，誘導灯を⽬印に避難する 
④姿勢を低く保ち，避難には必ず階段を使⽤する（エレベーターは使⽤しない） 
⑤ドアを開放したまま避難する 
⑥⽕災がある場合は，ハンカチを⼝にあてるなどして姿勢を低くし，煙を吸わないように注意をする 
⑦隣室等の在室者の有無を確認する 
⑧⾐類・持ち物などで頭を覆い，窓ガラス・外壁・看板などの落下物から⾝を守る 
⑨屋外では，地⾯の⻲裂や陥没・隆起，電柱・塀などの倒壊に注意する 
⑩避難場所では，⼀ヵ所に集まり，担当教員等の指⽰に従う（点呼，等） 

避難場所：坂本⼩学校グラウンド 

［平成 29 年 10 ⽉ 19 ⽇開催保健学科教員会議にて了承］ 
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